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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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目

次

告

示

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
計
量
検
定
所
検
査
課
）…
�

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可
（
三
件
）
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
令
和
四
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
及
び
管
理
美

容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
�

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
�

告

示
（
海
区
漁
調
）

○
東
京
海
区
に
お
け
る
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
の
採
捕

の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
	

公

告

○
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の

届
出
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
生
活
部
管
理
法
人
課
）…
	

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
	

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
…
…（
水
道
局
）…
�


○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
…
…（
同
）…
��

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
再
開
…
…（
同
）…
��

○
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
資
格
試
験
の
実
施
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十

号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
皮
革
面

積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

東
大
和
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
四
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
十
七
日

ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
七
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

西
東
京
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
八
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び



令和4年6月24日（金曜日）東 京 都 公 報（第17604号） ２
第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

練
馬
区
及
び
江
戸
川
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン

を
超
え
る
も
の
及
び
同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使

用
す
る
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
以
下
の
も
の
（
分
銅

及
び
お
も
り
を
含
む
。
）

三

検
査
期
日

令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
九
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
白
金
一
丁
目
西
部
中
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

白
金
一
丁
目
西
部
中
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

港
区
白
金
一
丁
目
及
び
白
金
三
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

港
区
南
麻
布
二
丁
目
十
四
番
十
三
号

麻
布
山
口
ビ
ル
四
階

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報

に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
四
年
七
月
二
十
三
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
虎
ノ
門
一
丁
目
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

虎
ノ
門
一
丁
目
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

港
区
西
新
橋
一
丁
目
八
番
四
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報

に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
四
年
七
月
二
十
三
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
赤
坂
七
丁
目
２
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

赤
坂
七
丁
目
２
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
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三

施
行
地
区

港
区
赤
坂
七
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

港
区
赤
坂
七
丁
目
二
番
二
十
八
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報

に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
四
年
七
月
二
十
三
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
三
十
九

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
愛
宕
一
丁
目

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

ひ

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ

の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
三
号

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
及
び

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
よ

う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

講
習
会
の
主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ

ル
Ｂ
棟
九
階

二

講
習
日
並
び
に
講
習
会
の
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

管
理
理
容
師

ア

令
和
四
年
十
二
月
五
日
か
ら
同
月
七
日
ま
で

東
京
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
タ
ウ
ン
ビ
ル

江
東
区
有
明
三
丁
目
六
番
十
一
号

イ

令
和
五
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

東
京
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
タ
ウ
ン
ビ
ル

江
東
区
有
明
三
丁
目
六
番
十
一
号

㈡

管
理
美
容
師

ア

令
和
四
年
十
月
三
日
か
ら
同
月
五
日
ま
で

食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

イ

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

東
京
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
タ
ウ
ン
ビ
ル

江
東
区
有
明
三
丁
目
六
番
十
一
号
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ウ

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

エ

令
和
四
年
十
二
月
五
日
か
ら
同
月
七
日
ま
で

東
京
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
タ
ウ
ン
ビ
ル

江
東
区
有
明
三
丁
目
六
番
十
一
号

オ

令
和
五
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

東
京
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
タ
ウ
ン
ビ
ル

江
東
区
有
明
三
丁
目
六
番
十
一
号

カ

令
和
五
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

東
京
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
タ
ウ
ン
ビ
ル

江
東
区
有
明
三
丁
目
六
番
十
一
号

三

受
講
料

一
万
六
千
円

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

鮫
洲
大
山

二

変
更
の
区
間

目
黒
区
中
央
町
二
丁
目
六
百
三
十
二
番
二
地
先

か
ら
同
所
二
千
六
百
番
九
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
杉
並
あ
き
る
野
線

二

指
定
す
る
区
間

小
平
市
上
水
本
町
一
丁
目
千
六
百
八
十
番
十

一
地
内
か
ら
国
分
寺
市
並
木
町
一
丁
目
二
番

六
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17604号）東 京 都 公 報令和4年6月24日（金曜日）９

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
六
号

東
京
海
区
（
小
笠
原
海
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
船
舶
を
使
用
し

た
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
採
捕
の
禁
止
）

一

東
京
海
区
（
小
笠
原
海
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数

六
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ

を
対
象
と
し
た
遊
漁
の
案
内
を
行
い
、
又
は
遊
漁
に
よ
る
底
魚
、

か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
小
笠
原

村
陸
岸
か
ら
三
海
里
以
内
の
海
面
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン

以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
を
対
象
と

し
た
遊
漁
の
案
内
を
行
い
、
又
は
遊
漁
に
よ
る
底
魚
、
か
つ
お
及

び
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

二

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
五

年
六
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変

更
の
届
出
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二

十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
国
連
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
協
会

二

代
表
者
の
氏
名

宮
内

孝
久

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

港
区
南
青
山
六
丁
目
十
番
十
一
号

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
ぎ
の
里

二

代
表
者
の
氏
名

亀
井

澄
男

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
王
子
市
越
野
七
百
七
十
三
番
地

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｉ
Ｓ
Ｐ
Ａ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

二

代
表
者
の
氏
名

友
眞

衛

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

世
田
谷
区
成
城
四
丁
目
三
十
三
番
一－

五
〇
九
号

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハ
ビ
タ
ッ
ト
・
フ
ォ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

テ
ィ
・
ジ
ャ
パ
ン

二

代
表
者
の
氏
名

Ｇ
Ａ
Ｏ

Ｌ
Ｉ
Ｕ

高
柳

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
新
宿
五
丁
目
十
一
番
二
十
五
号

ア
ソ
ル
テ
ィ
新
宿
五

丁
目
三
〇
一

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

Ｉ
Ｋ
Ｅ
Ａ
立
川

二

店
舗
所
在
地

立
川
市
緑
町
六
番

三

設
置
者
名

イ
ケ
ア
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
葉
県
船
橋
市
浜
町
二
丁
目
三
番
三
十

号
五
階
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五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
Ｉ
Ｋ
Ｅ
Ａ
立
川

六

変
更
後
の
店
舗
名

Ｉ
Ｋ
Ｅ
Ａ
立
川

七

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

ミ
カ
エ
ル
・
パ
ル
ム
ク
イ
ス
ト

八

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

ペ
ト
ラ
・
フ
ァ
ー
レ

九

変
更
日

令
和
三
年
八
月
一
日
ほ
か

十

届
出
日

令
和
四
年
六
月
十
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

和
光
本
店

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
四
丁
目
五
番
十
一
号

三

設
置
者
名

セ
イ
コ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会

社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
銀
座
四
丁
目
五
番
十
一
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

和
光
本
館

六

変
更
後
の
店
舗
名

和
光
本
店

七

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

中
村

吉
伸

八

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

高
橋

修
司

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

株
式
会
社
和
光

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

安
達

辰
彦

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

石
井

俊
太
郎

十
二

変
更
日

令
和
四
年
六
月
十
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
六
月
十
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
四
二

七

株
式
会
社

ア
イ
ル
ス

鈴
木
恵
一
郎

神
奈
川
県
川

崎
市
川
崎
区

京
町
二
丁
目

二
十
四
番
六

号

令
和
四
年

五
月
二
十

五
日

一
〇
四
二

八

Ｉ
設
備

音
川

剛

北
区
赤
羽
北

二
丁
目
十
八

番
九
号

同
日

一
〇
四
二

九

株
式
会
社

Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ａ

Ｒ
Ｉ

遠
藤

光
一

北
区
豊
島
七

丁
目
二
十
八

番
九
号

同
日

一
〇
四
三

〇

安
保
設
備

株
式
会
社

安
保

卓
哉

八
王
子
市
横

川
町
九
百
九

十
一
番
地
七

同
日

一
〇
四
三

一

寄
口
工
業

株
式
会
社

寄
口

司

福
生
市
大
字

熊
川
六
十
六

番
地
十
九

同
日

一
〇
四
三

二

有
限
会
社

松
忠
総
合

松
島

忠
信

大
田
区
矢
口

三
丁
目
二
十

六
番
二
十
九

号

同
日

一
〇
四
三

三

株
式
会
社

伊
集
院
總

業

伊
集
院

真

埼
玉
県
北
足

立
郡
伊
奈
町

大
字
小
室
五

千
七
十
一
番

地
三

同
日

一
〇
四
三

四

戸
田
住
設

合
同
会
社

戸
田

裕
之

千
葉
県
市
川

市
富
浜
三
丁

目
一
番
五－

二
〇
四
号

（
プ
レ
シ
ス

市
川
妙
典
）

同
日

一
〇
四
三

五

株
式
会
社

明
環

白
波

清
海

千
葉
県
千
葉

市
若
葉
区
源

町
五
百
七
十

九
番
地
十
一

同
日

一
〇
四
三

六

株
式
会
社

タ
カ
フ
ジ

岡
田

尚
士

埼
玉
県
越
谷

市
川
柳
町
一

丁
目
八
十
一

番
地
一

同
日

一
〇
四
三

七

Ｉ
Ｆ
Ｃ
株

式
会
社

岩
﨑

勉

千
葉
県
習
志

野
市
谷
津
三

同
日
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丁
目
十
七
番

十
九
号

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

九
一
九
二

ア
ク
ト
サ

ー
ビ
ス

中
山

英
樹

埼
玉
県
所
沢

市
若
松
町
千

百
十
番
地
の

十
八

令
和
三
年

十
一
月
一

日

六
八
三
五

六
水
工
業

村
上

昭
弘

足
立
区
西
新

井
四
丁
目
二

十
六
番
三
十

七
号

同
年
十
二

月
二
十
七

日

二
三
三
六

ア
サ
カ
設

備
工
業
株

式
会
社

浅
賀

壯
三

北
区
田
端
二

丁
目
十
番
五

号

令
和
四
年

一
月
三
十

一
日

一
〇
三
五

三

東
栄
建
工

株
式
会
社

関
口

徹

千
代
田
区
麴

町
二
丁
目
十

二
番
五
号

同
年
三
月

三
十
一
日

五
〇
一
二

シ
ン
ワ
設

備

田
中

和
仁

大
田
区
東
糀

谷
三
丁
目
四

番
十
五
号

同
年
五
月

八
日

六
八
〇
四

株
式
会
社

和
弘

白
波

清
海

千
葉
県
千
葉

市
稲
毛
区
宮

野
木
町
二
千

百
四
十
九
番

地
三

同
月
二
十

四
日

七
一
七
八

株
式
会
社

ワ
イ
ケ
ー

興
業

加
藤

雅
明

町
田
市
小
山

ヶ
丘
三
丁
目

十
二
番
地
八

同
月
三
十

一
日

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
再
開
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
再
開
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

再
開
年

月
日

三
七
〇
五

サ
ノ
ヤ
ス

・
エ
ン
テ

ッ
ク
株
式

会
社
東
京

支
店

白
石

貢
夫

中
央
区
日
本

橋
馬
喰
町
二

丁
目
一
番
一

号

令
和
四
年

五
月
一
日

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
資
格
試
験
の
実
施
に
つ

い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
八
第
四
項
に
規
定
す
る
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

資
格
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
十
二

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

一

試
験
期
日

令
和
四
年
十
月
九
日
（
日
曜
日
）

二

試
験
会
場

青
山
学
院
大
学

渋
谷
区
渋
谷
四
丁
目
四
番
二
十
五
号

三

受
験
申
込
書
の
提
出
期
間
、
提
出
先
等

㈠

提
出
期
間

令
和
四
年
七
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
金

曜
日
）
ま
で
（
同
日
の
消
印
に
よ
る
も
の
ま
で
有
効
）

㈡

提
出
先

千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
六
番
二
号

東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

㈢

提
出
方
法

郵
送
に
よ
る
こ
と
。

四

受
験
手
数
料

六
千
円

五

受
験
申
込
書
等
の
配
布
に
つ
い
て

試
験
案
内
、
申
込
書
等
を
下
水
道
局
施
設
管
理
部
排
水
設
備
課
、

各
下
水
道
事
務
所
お
客
さ
ま
サ
ー
ビ
ス
課
及
び
市
町
村
下
水
道
担

当
部
署
に
お
い
て
、
令
和
四
年
六
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら

配
布
す
る
。
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